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一時出国停止措置に関する政令第49号/2025/ND-CP

グループ 対象者
未納税額

(VND)
延滞期間

グループ 1
税務債務の強制執行の対象となった個人事業主およ
び同族経営事業主

5,000万VND
以上

120日以上

グループ 2
税務債務の強制執行の対象となった企業、協同組合、
または協同組合の法定代表者である個人

5億VND以上 120日以上

グループ 3

以下の個人事業主、同族経営事業主:
(i) 登録住所において勤務/事業運営をしなくなった

法定代表者である。また、

(ii) 税務当局が一時出国停止措置を通知した日から
30日が経過しても納税義務を履行しない者。

規定なし 規定なし

グループ 4
海外移住のために出国するベトナム人、海外に定住
するベトナム人、ベトナムから出国予定の外国人

規定なし 規定なし

2025年1月1日施行の法律第56/2024/QH15号に基づき、政府は2025年2月28日に政令第49/2025/ND-
CP(以下「政令第49号」)を公布し、一時出国停止措置の対象となる条件（未納税額及び延滞期
間）関する具体的なガイダンスを示しました。
この政令第49号は、2025年2月28日に施行されています。

一時出国停止措置の対象者及び条件（未納税額、延滞期間）

一時出国停止措置の執行プロセスおよび措置解除

1. 一時出国停止措置の通知

グループ
 1、2、4

グループ 3

ステップ1: 税務当局は納税者の電子税務アカウントを通じて個人に
一時出国停止措置の通知を行う。

ステップ2: 電子通知を送信できない場合、税務当局は税務当局のウェ
ブサイトで公式に発表する。

ステップ1: 税務当局は登録住所で勤務/運営しなくなった納税者に通
知を行う。

ステップ2: 税務当局は税務当局のウェブサイトで公式に発表する。
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一時出国停止措置に関する政令第49号/2025/ND-CP

一時出国停止措置の執行プロセスおよび措置解除（続き）

2. 出国停止の通知後の納税義務の履行期間

グループ1、2、3の対象者は税務当局が通知を送付した日から30日以内に納税を行う必要があ
ります。この30日の期間内に納税者が納税義務を履行しなかった場合、税務当局は一時出国停

止措置の適用に関する公式の通知を発行し、それを出入国管理局に送付して一時出国停止を実
施します。

3. 一時出国停止の措置解除

納税者が納税義務を履行した後、税務当局は直ちに一時出国停止措置の解除通知書を発行し、
入国管理局に送付するものとします。

入国管理局は税務当局からの通知書を受領した時点から24時間以内に一時出国停止処置を解除
するものとします。

デロイトのコメント及び推奨事項

コメント

• 政令第49号は、納税者の税務コンプライアンス遵守意識を高めるために、税務債務の管理
を強化するという政府の方向性を明確に示しています。

• ベトナムから出国する外国人を含むグループ4については、政令第49号は未納税額と延滞

債務期間の条件に関する具体的な規制を定めていません。また、税務当局が納税者に納税
義務を履行するために一時出国停止措置の通知を送付してから30日間の猶予を与えるとい
う措置はこのグループには適用されません。したがって、グループ4に当てはまる個人は

未納税額や延滞期間の条件を問わずにベトナムを出国する前に納税義務を全てを果たす必
要があると理解できます。

推奨事項

個人/組織である納税者は、以下を行うことをお勧めします。

• 当局からの納税義務に関する通知を定期的に確認し、納税義務の状況について管轄当局
に確認する。

• ベトナムを出国する前に、税務当局と積極的に協力し、未払の税務債務を全て解決する。
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